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論文：

フィンランドの社会・健康データの二次利用に関する法律と 
二次エコシステム

増成直美
MASUNARI Naomi

概要

　安全で質の高い医療は、正確で、有効で、タイムリーで、完全な情報へのアクセスとその使用に依存してい
る。他方で、診療情報の二次利用は、科学研究、統計、教育等へ大きく寄与し得る。ここに生じる公益と個人
の権利との調整は、世界中で喫緊の課題となっている。この度、フィンランドで、社会・健康データのより良
い利用に焦点を当てたワンストップショップのための新しい運用モデルが準備された。これは、新しいデータ
許可機関の設置とデータの二次的な利用のための新しい法律の制定である。本稿では、フィンランドにおいて、
健康データの二次利用に関する一連のインフラストラクチャ・プロジェクトがどのように進展したか、そして
これらの展開を探ることにしたい。

Abstract

　Safe and high quality medical care relies on accurate, effective,  timely and complete access to and use 
of medical data. On the other hand, the secondary use of medical data can greatly contribute to scientific 
research, statistics, education, and so on. The coordination of public interest and individual rights that arises 
here is an urgent issue around the world. Finland is now preparing a new operating model for a one-stop 
shop focused on the better use of social and health care data. This is the enactment of a new data licensing 
authority and a new  law  for  the secondary use of medical data.  In  this article,  I would  like  to explore 
how progress has been made in a series of infrastructure projects on the secondary use of health data in 
Finland, and their future developments.
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はじめに
（ 1 ）医療提供者や介護従事者は、患者情報の処
理、収集、検索、保存にかなりの時間を費やしてい
る。たとえば、オーストラリアの入院患者の約10％
は薬物の有害作用による入院であり、18％は患者情
報の直接的な利用の欠損に由来するものであったと
いう報告がある1。臨床医の時間の25％は、患者の
治療にではなく、患者に関する情報収集に費やされ

ていたという状況もあった。したがって、高品質で
安全なサービスを提供するために、可能な限り効率
的な方法で情報を管理することが非常に重要となる。

安全で信頼性の高い医療は、正確で、有効で、タ
イムリーで、関連性があり、完全な情報へのアクセ
スとその使用に依存している。患者に薬物を投与す
る場合、看護師は適切な用量の適切な薬物を適切な
患者に投与し、患者がそれにアレルギー反応を起こ
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していないことを確認する必要がある。最新情報の
欠如は、臨床検査の不必要な重複につながる可能性
がある。重要な診断結果が見落とされたり見間違い
されたりした場合、適切な治療が遅れたり、最悪の
場合には行われない、あるいは有害事象を招くとい
う事態も生じ得る。以上は、データがデータ主体の
本来の目的のために使用される、いわゆる一次利用
の場合である。

さらに診療情報は、医療計画の決定、つまり新し
い医療サービスをどこで受けることができるように
するか、新しいスクリーニングプログラムを導入す
るか否か、あるいは医療と介護サービスの提供にお
ける金銭的価値の決定に関して重要な役割を果たす。

包括的な登録情報であるレジスタのデータが研究
者やサービス提供者により容易に利用できるように
なると、研究とナレッジマネジメントがより効率的
になり、より効果的になる。すなわち、より良い
サービスとより効果的な医薬品が人々のために提供
可能になり、健康促進やケア支援アプリケーション
と医療技術の開発につながり得る。またプロセスと
サービスシステムを開発して、より効率的に住民の
ニーズに優れた対応をとることができる。これらに
より、住民は、従来よりもより良くより効果的なケ
アや治療を受けることが可能となる。

さらに、臨床現場での縦断的な患者データの追跡
は、医療における意思決定にとってますます重要に
なってきており、ケアの全過程を網羅する国家レベ
ルの健康記録データベースは、非常に有益な洞察を
提供し得るものとして期待されている。また、国家
レベルというより大きなサンプルサイズの利点は、
より強力な統計上の検出力と決定力を提示し得るの
で、これにより稀な疾患や治療による有害事象を把
握することも可能になる2。以上が、一次目的以外
の学術研究、統計、教育、ナレッジマネジメント、
当局からの指導・監督、当局の計画や調査といった、
いわゆるデータの二次利用の場合である。
（ 2 ）近年のオープンデータやビッグデータの概
念は、世界中で公衆衛生関連のデータについての考
え方に大きな影響を与えている3,4。たとえばフィン
ランド政府のオープンデータの目標は、企業や市民
社会が政府のサービスやレジスタを利用して生成し
たデータセットを積極的にオープンにし、エンゲー
ジメントとイノベーションを通じて社会に公共の利
益をもたらすことである5,6。わが国においても、健
診・レセプト（診療報酬明細書）情報等のデータ
分析に基づき、保健事業をPDCAサイクルで効果
的・効率的に実施するための国をあげての事業であ
る「データヘルス事業」が始まり7、すでに学士論
文などにもその成果が見られるようになってきた8。
そしてビッグデータは、デジタル技術が社会に浸透

して大量の新しいデータを生成するときに利用可能
になる新しい種類のデータ、および新しい分析技術
を使用して、これらのデータを理解する方法を強調
し、肯定的にかつ注意深く評価することを促し始め
ている9-13。

このような状況の中で、フィンランドは、インフ
ラストラクチャとその周辺の法律の双方を改革する
ために、ビッグでオープンなデータに触発されたポ
リシーを追求している。単なる技術プロジェクトで
はなく、ガバナンスと規制に関する課題を中心に
取り上げている。フィンランドでは、社会・健康
データのより良い利用に焦点を当てたワンストップ
ショップのための新しい運用モデルが準備された。
すなわち、新しいデータ許可機関の設置とデータの
二次的な利活用のための新しい法律の制定である。

そこで本稿では、オープンデータとビッグデータ
の概念が、フィンランドにおいて、健康データの二
次利用に関する一連のインフラストラクチャ・プロ
ジェクトでどのように進展したか、そしてこれらの
概念の今後の展開を探ることにしたい。

1 　疫学研究におけるフィンランドの健康・社会
福祉レジスタ14

（ 1 ）フィンランドは、1964年に個人識別番号制
度を導入した15。それ以降、すべての行政レジスタ
には、実質的にこのユニークな識別コードが含ま
れている。従来から、この識別コードを含む健康
関連データは、患者から、または特別法の下でイ
ンフォームドコンセント（Informed Consent：IC、
以下「IC」という。）を得ることにより収集する
ことができた。ただし、統計的および科学的目的の
ためのデータ収集および使用は、原則としてICを
得ることなく、これらのレジスタを使用することが
できた。統計や科学研究目的でレジスタを利用する
研究においては、研究者は、レジスタのデータ使用
許可を各々のデータ管理者に申請することができる。

2007年に制定された「社会福祉・医療サービス
における利用者データの電子処理に関する法律
（Act on the Electronic Processing of Client Data 
in Social and Health Care Services：2007年法律第
159号、以下「e処理法」という。）」の目的は、患者
の情報処理過程におけるデータ保護、情報への患者
アクセスの保証と安全性の向上、効率性による社会
福祉・医療サービスの提供を進めることである（e
処理法1条）。e処理法は、公的および私的な社会福
祉・医療サービスおよび国家情報システムサービス
における利用者データの電子的な処理を規定する。
e処理法のもとで、公的医療機関は、全国的に集約
されたアーカイブに患者データの入力を義務づけら
れている（e処理法15条1項）。e処理法には、利用者
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に関する情報へのアクセスの機密性、開示、提供お
よび利用者の権利に関する情報が規定されている。

フィンランドのレジスタシステムは、疫学、臨床
医学、人口、医学研究、法学、労働衛生、薬理学、
社会政策、社会学、統計学などの科学分野の多様な
研究において、データを活用するための好意的な顧
慮を多く提供している。そして、データの研究への
二次利用には多くの承認が与えられており、これま
でも行政レジスタデータは広く利用されてきた。
（ 2 ）他の北欧諸国と同様にフィンランドでも、
レジスタベースの研究の貴重な可能性が指摘されて
きた一方で、既存のレジスタデータのより有効な
活用を妨げているいくつかの要因が指摘されてき
た。第一に、多くの研究者が、当時のデータ保護法
（Personal Data Act：1999年法律第523号）を遵守
することが面倒で難しいと思っていた。第二に、既
存の健康と社会福祉関連のレジスタとその内容の情
報は、非常に限られていた。第三に、レジスタの研
究分野における研究者や学生の方法論的なスキルを
さらに向上させる必要があった。第四に、いくつか
のデータソースからの情報を得るためのコストが高
いということである16。このように、研究における
健康レジスタの編集とメンテナンスおよびそれらの
使用は、これまで広くフィンランドで受け入れられ
てきたが、他方で批判的な声も提起されてきた16。

従来から非常に包括的で貴重な社会・健康情報資
源としての国家レジスタを有しながら、これまで診
療データの利用に関する規則がいくつかの異なる特
別法の間にまたがっていたこと、さらに科学研究の
定義が曖昧であったことなどから、「科学界は、現
在の法律や規制があまりにも混乱し、時代遅れであ
ることについて長い間不平を言ってきた17」。当時、
フィンランドの保健医療や社会福祉の過程で収集さ
れたデータは、科学研究や公益目的のために厳密に
限定された二次的な利用しかできなかった16。そし
て、その手続きは、煩雑で、時間がかかり、「診療
データの利活用に関連する時間のかかる許可プロセ
スは、フィンランドの健康部門の成長戦略の妨げと
なっている17」との声が高まっていた。
（ 3 ）フィンランドの社会保健サービスのメガト
レンドは、利用者オリエンテーション、費用対効果
の向上、効果の評価、公的機関・民間機関・第三者
機関の間での協力関係の重視である。社会福祉・医
療領域における将来の目標は、より良い結果とより
低いコストで、より個人的で効果的な患者ケアを提
供することである。当該目標は、病気の早期の診
断と罹患リスクの特定によって、これらを開発中の
新薬、他の治療法や自己ケアを支援することと組み
合わせることによって達成することが可能となる14。
研究が広く受け入れられ得る目的を達成し、品質が

最高のあり得る基準で行われている場合にのみ、研
究における機密情報の使用は正当化され得る。

さらに新しい視点として、データはビジネスの観
点からも重要な役割を果たす。フィンランドの公的
部門は膨大な量のデータを生成するが、新しい取り
組みにもかかわらず、収集したデータを正確に十分
に利用できていない。言い換えれば、フィンランド
はまだデータ主導の社会になりきれていない。国家
レジスタなどの信頼できる包括的なデータは、意思
決定に役立ち、公的部門と民間部門の両方でビジネ
スをより効率的にし、イノベーションの原動力にも
なり得る。より多目的なデータの利用は、公的事業
者と民間事業者の両方に新たな可能性をもたらす。
これにより、新しいイノベーションとフィンランド
への投資を促進すると考えられる16。

健康とは、これまで個人を語るときの価値とされ
てきたが、社会にとっても大きな価値がある。疾病
予防と効果的な早期治療は、長期的には健康を促進
し、医療費を削減する。住民の健康と労働能力は、
財政と生産性に大きな影響を与える。医療改革の目
標を達成するためには、革新的でスケーラブルなビ
ジネスを創造する必要がある。ビジネスセクターは、
公的部門と民間部門との間の新しい医療ビジネスモ
デルの構築において重要な役割を果たす。これらは、
必然的に重要な社会改革をもたらし、フィンランド
の競争力を改善することになる。そして、最終的な
成果は、より健康的な住民であふれる国を創ること
である。包括的で縦断的な健康関連データの収集に
は、質の高い公衆衛生システムが必要であり、その
種のシステムは、現在、北欧諸国およびいくつかの
西洋諸国にのみ存在する18。

2 　社会・健康データの二次利用に関する法律案
（HE 159/2017）
以上のような状況の中で、フィンランド政府は、

2015年から検討し始めていた法案を、2017年10月
26日、社会・健康データの二次利用に関する法律
および関連する法律の政府提案（FI：laki sosiaali-
ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä、HE 
159/2017）として議会に提出した。

本法案の目的は、統計、科学研究、開発とイノ
ベーション、教育などにおける社会・健康データ利
用のための現代的で統一的な条件をつくり、デー
タの二次利用のための要求処理を合理化すること
である。データへのより迅速なアクセスを可能に
し、データセキュリティを向上させるとともに、こ
の立法領域の細分化された法的枠組みを統一するこ
とを目指す（法案1条）。さらに、本法案は、当該
立法領域がEU一般データ保護規則（General Data 
Protection Regulation：GDPR、以下「GDPR」と
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いう。）に準拠するよう調整する19, 20。
本法案は、当初収集した目的以外の目的でのデー

タ使用を「データの二次利用」と定義する（法案3
条3項）。社会・健康データを二次的に利用すること
で、データを科学研究や統計、ならびに開発やイノ
ベーション、教育、ナレッジマネジメント、管理・
監督、当局の計画と報告義務のために使用すること
ができる（法案2条）。

従来、これらのデータはさまざまな機関によって
管理される複数の情報システムに分散されていた
ため、データ要求申請プロセスには長い時間を要
し、困難を極めていた。本法案によれば、社会福
祉・保健医療データの二次利用のためのデータ要求
申請およびその許可の付与は、データ許可機関に
よって管理される（法案5条）。国家保健福祉機関
（National Institute for Health and Welfare：THL、
以下「THL」という。）が、データ使用の許可を
付与する政府機関となる（法案4条）。THLは、複
数のデータ管理者から個別の許可を得る代わりに、
社会・健康データの二次利用に関連する倫理的評価
を含むすべての許可プロセスを担当する。将来的に
は、社会・健康データへのアクセスを一元的に審
査・許可し、情報の要求に対処する唯一の許可機関
になる予定である。これにより、データ利用に関連
する許可プロセスを迅速かつ簡便にし、貴重なデー
タをより効率的に活用して、研究やイノベーション
に貢献することを目指す。

データ許可機関は、電子ポータルでのデータ要求
申請に応じて許可を付与した後、複数のレジスタか
ら関連データを収集、編集、連結、前処理して、当
該データを許可受領者が処理できるリモートアクセ
スによる安全な環境（ワンストップショップ）に転
送する（法案17条）。別の選択肢は、すべての識別
データを除去することによって、データ許可機関が
関連するデータソースを編集するサービスを提供す
ることである（法案45条）。

新法案は、企業にとっては、イノベーション、製
品開発、新しいビジネスモデルの育成を目的として、
より広範なデータへのアクセスを容易にするものと
なる16, 21。個人にとっては、より多くのデータが医
学研究のために利用されることにより、より効果的
な薬とともに、より良いサービスと治療が提供され
ることになる。

3 　新法案に対する議会での審議
より良い情報管理、サービスシステムの開発、研

究やイノベーションのために、社会・健康データの
二次利用に関する許可システムを加速化・合理化し、
社会・健康関連のデータ資源を効率的に利用すると
いう新法案の目的は、至る所で多いに歓迎された。

しかしながら、法令およびデータ保護規制全般、特
に機密データを扱うための一般的な条件、および一
般法と特別法の互換性などについては、問題点が指
摘された。

国民一人ひとりは、自分の情報やデータを主体的
にさまざまなデータベースに提供・集積することで
医学に貢献することができる。そのためには、国民
自身が自分の情報を誰がどのような条件で使用する
かを判断できる環境を整える必要がある。情報をど
のように使用し、必要に応じていかに保護するかに
ついて、最新かつ一貫した方法を探究することが求
められた。

①　利用目的をめぐる問題
利用目的をめぐる議論とは、誰がどのような目的

でデータを利用できるかということである。二次法
成立前の状況では、同じデータがさまざまな目的で
使用される可能性があったが、その使用は法律に
よって認可され、そのデータを管理する機関の解釈
に適合する必要があった。データの使用に対する制
限のほとんどは、住民のプライバシーを保護する法
律によるものだが、データガバナーが異なれば部分
的に異なる法律を遵守することになるため、これ
らの法律の解釈と施行にかなりの違いが生じてい
た。これらの煩雑さのため、データの利用可能な用
途を拡大すること、およびさまざまな利用の種類を
分類することによって、さまざまな新旧の使用形態
を法的に明確にすることが求められた。この議論は、
フィンランド議会に提出された法案の重要な部分で
あった。

立法ワーキンググループと健康と福祉のための議
会委員会の双方が、そのカテゴリとその解釈につい
て広範囲にわたって議論した。新しい使用カテゴリ
を追加することは重要であった。これによって、既
存の多くの使用形態を科学研究の多様化および拡張
として扱うことで正当化され得る。しかし他の一部
の利用は、データガバナーおよび利用者によるこれ
らの再解釈では解決できなかった。

ただし、新しく提案された使用カテゴリの多くは、
他の重複する法律によって既に規制されており、特
定の使用形態を免除または制限の特別なケースとし
て扱っていた。したがって、さまざまな形式のデー
タとその可能な用途を1つの立法の傘の下に持って
くることに問題がなかったわけではない。それは、
さまざまな用途のさまざまな枠組みが依然として存
在するからである。

②　開発とイノベーション活動での利用の問題
法案によれば、開発とイノベーションからのデー

タ要求に対しても、社会・健康データが処理、開示
され得る（法案2条）。開発とイノベーションに関し
て、データはデータ管理者の同意を得て、あるいは
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匿名形式で開示され得る（法案38条）と法案は定め
ていた。

GDPRによれば、社会・健康データという極めて
センシティブなデータの処理は、データ主体が、一
つまたは複数の特定された目的のために当該個人
データの適用に対して明示的な同意を与えた場合に
取扱いが許され（GDPR 9条2項（a））、適法となり

（6条1項（a））、または法案45条に基づく匿名化され
たデータとして処理され得る。後者の場合、プライ
バシーポリシーは匿名データには適用されないため、
GDPRの下で処理する必要はない。

法案では、「開発およびイノベーション活動」と
は「本法案で言及された個人データ、および関連し
た技術情報、ビジネス情報、ならびにその他の既存
の情報の取得と使用を通じた、新しくまたは大幅に
改良された製品、サービスまたは行動様式のより
広範な実験的開発活動」とされる（法案3条1項4号）。
法案38条1項は、開発およびイノベーションの目的
でレジスタデータを処理する際に、特に同意形式と
してダイナミックコンセントの使用を可能にしてい
た。

これに対して、ダイナミックコンセントは、本来
はデータ主体が科学研究としての倫理基準を満たし
た研究の特定の領域にデータ主体の同意を与えるこ
とを予定したはずのものであるから、科学研究の基
準に従って行われていない開発とイノベーション活
動には適用されるべきではない、との批判が出た。

個人データの特殊カテゴリに属するデータ処理の
基本的な禁止からの免除を得るためには、公的アク
セスとデータ保護の調整が求められる公益上の理由
から、比例原則に則ったデータの二次利用の限界を
含めた追加要件を提示する必要がある。議会は、本
法案の規定では、開発とイノベーション活動のため
の社会・健康データの二次的な開示可能性を十分に
コントロールできないとして、当該規定の削除・
改正を求めた。GDPRに照らして、自主的な同意の
確保、および個人の権利にとって非常に重要な同意
撤回の可能性とその手続きが不十分であると指摘し
た22。

③　個人データ法の改正を待つ問題
一般法に該たる個人データ法（Personal Data 

Act：1999年法律第523号）に規定されている一般
原則は、社会・健康情報の二次利用に関する法案に
おいても基盤となるものであるから、個人データ法
の改正を待つべきであるとの意見も出た。

④　機密データの処理に関する明確な使用制限の
ガイドラインの必要性に関する問題

さらに、THLおよびデータ許可機関には、個人
情報の入手に際してあまりに広範な権利が与えられ
ているとの意見も出た23。GDPRにおいても個人の

プロファイリングに関して厳しい規制があることか
ら24、どうしても必要な場合に限って機密データの
処理が許可されるルールが規定されるべきとして、
特に機密データの処理に関しては明確な使用制限の
ガイドラインが求められた。

4 　成立した新法
「社会・健康データの二次利用に関する法律（2019

年法律第552号）」（以下「二次法」という。）は、法
案提出から1年半の議論を経て、2019年3月13日に本
会議で可決、同年5月1日に施行された。新法の最大
の改正点は、データ使用許可からデータの配布やガ
イダンスまですべてのデータサービスを提供する

「ワンストップショップ」となる単一の中央オペレー
タ機関の設立である。この機関が、実際のデータ利
用の合理化とデータ主体の権利保証の中核を担う。

フィンランドの社会・健康部門のデータはこれま
でも何十年にわたって科学研究に利用されてきたが、
二次法はより効率的な使用を目指している。重要な
変更は、権限プロセスに関係する。古い規則では、
個々の社会福祉および医療サービス提供者が通常は
保管中のデータの使用許可について決定を下してい
た。そのため複数のデータソースからのデータに依
存する研究の場合には、複数の承認を取得する必要
があった。データ許可申請書を複数のデータ管理者
に提出する必要がある場合、申請処理には何年もか
かることがあった。また、ある組織はデータを提供
し、別の組織は拒否するという場合もあった。この
ため、貴重なデータソースが十分に利用できない事
態が生じていた。二次法は、データ要求の許可処理
に関する重複する管理上の負担を排除し、許可処理
をスピードアップし、複数のレジスタからのデータ
のスムーズな照合を保証する。

実際のデータ利用を合理化することに加えて、二
次法は、さまざまな目的でのデータの利用において、
より大きな柔軟性を可能にする。二次法に則って、
さまざまなレジスタからの社会・健康ケアデータは、
統計、研究、教育、ナレッジベースの管理、および
開発プロジェクトで使用できる。純粋な科学研究に
加えて、データを医薬品およびヘルステクノロジー
ソリューションの開発、またはプロセス評価に利用
できる。

もう一つの目的は、個人データを処理する際に、
個人の正当な期待と権利と自由を保証することであ
る。二次法は、社会福祉や医療サービス提供の際に
発生する住民データやその他の健康福祉に関連する
個人情報を高い情報セキュリティの環境下で、今の
時代に見合った均等な条件で、本来の用途以外にも
使用目的を広げる。二次法により、プライバシーの
より良い保護と匿名性を保った保存方法が維持され
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るよう整えられる。国際的にもユニークなこの二次
法は、住民データの二次利用のための安全な取り扱
いと、そのデータの効果的利用を目指し達成すると
いうことでフィンランドに主導的地位を提供するこ
とになるであろう。

①　利用目的をめぐる問題に対して
個人が持っていた暗黙知を共有することで、新た

なイノベーションを促し、全体的な生産性を向上さ
せるための管理手法である「ナレッジマネジメン
ト」に関しては、社会・健康データの照合とナレッ
ジベースの目的拡大が、より良いより効果的なサー
ビスの開発、特に多数のサービスを使用する人々の
ためのより良いより効果的なサービスパッケージを
提示することが期待される。

社会・健康サービスの顧客データは、すべての
人々が平等に使用し、社会・健康サービス開発のた
めのナレッジベースとして機能する。顧客データは、
サービスプロセスなどの評価と開発に使用できる。
また、サービス提供者は、ナレッジマネジメントに
おいて調達サービスのために作成したデータを使用
する権利も有する。

これまでは、ナレッジマネジメントに必要なデー
タ照合に関する明確な法的根拠はなかった。当該二
次法の制定により、社会福祉・医療改革の観点から、
サービス提供者によるナレッジマネジメントの推進
が期待でき、ナレッジマネジメントに使用する新し
いツールの開発が促進される。

②　開発とイノベーション活動の問題に対して
審議中の憲法委員会の声明の中で、当該委員会

は、特に個人データの保護を確保することに注目し
た。当該声明に基づいて、開発およびイノベーショ
ン活動のためのデータの匿名性の保証に適用される
政府の法案に含まれる規定がより厳しいものになっ
た。まず、匿名化された個人データは、技術の開発
により匿名性を解読することが確実に不可能になる
よう、安全なユーザー環境でのみ処理されなければ
ならない。

データの用途によって異なる条項が適用されるが、
開発・イノベーション活動では、個人を識別できな
い集約データだけが使用できる（二次法37条）。集
約データとは、統計形式で確実に匿名化された情報
である。すなわち、データは、統計上必要な項目で
収集・編集され、個人を識別する目的で他のデータ
と突合できないように、一般的な統計レベルまで粗
くされている。したがって、進化向上されていく技
術により匿名化手法を解除しデータ主体を識別化し
ようとする技術を利用しようとした場合でも、いわ
ゆる残留リスクは含まれない（二次法3条18項）。集
約された統計データは、個人ではなく、グループを
示す。グループ単位のデータは、個人を識別するこ

とが不可能な方法で作成される。研究者が集約デー
タを使用する場合、集約されたデータから個人を識
別することはできないので、データ許可申請は必要
ない。

企業はイノベーションと開発活動の目的のために
すでに組み合わされた集約データをより包括的かつ
迅速に受け取ることができるようになるため、これ
らの活動は容易になる。二次法は、イノベーション
と開発活動におけるレジスタデータの使用に関する
明確な法的根拠を与える。これにより、イノベーショ
ン活動等の発展と強化の条件が整えられ、企業の経
営状況が改善され、雇用が増え、国民経済に多くの
収益をもたらすことが期待される。

③　個人データ法の改正を待つ問題に対して
フィンランド政府は、2018年1月1日に施行された

GDPRの補足実施法として、2018年3月に個人デー
タ法およびその関連法改正案（HE9/2018）を提出
した。当初、2018年5月25日に施行予定だったが、デー
タ 保 護 法（Tietosuojalaki；Data Protection Act：
法律2018年第1050号）の可決・施行は、2019年1月1
日にずれ込んだ。2019年のデータ保護法は、GDPR
を補完し、1999年の個人データ法を廃止した25。

④　機密データの処理に関する明確な使用制限の
ガイドラインの必要性に関する問題に対して

現在、二次利用のためのガイドライン作成など、
実施に向けた準備が進められている。データ許可機
関のFindataは、安全な運用環境に関する規制案に
ついて広く住民から意見を収集している際中である。

⑤　その他
二次法は、より効率的なデータ利用の促進を目指

す一方で、個人データの保護を確実なものにするた
めにデータを処理する方法と場所に関する重要な制
限を導入している。2021年5月1日以降、データは、
フィンランドで認定された検査機関によって承認さ
れた、原則としてデータ許可機関自体によって提供
される安全な情報処理環境を介してのみ提供される。
この環境では、生データへのリモートアクセスは可
能だが、データのエクスポートやダウンロードはで
きない。また匿名性を確保するために、データ許可
機関が不可逆的に集約したデータだけが、安全な外
部環境で処理され得る。もう1つの制限は、データ
許可機関がデータ分析から取得した結果のリリース
を制御して、匿名性を確保することである。

GDPRでは、EUにおけるデータの自由な移動が
義務づけられている。しかし二次法は、原則として、
保健社会部門のデータ許可機関によって維持される
一元的に保護された利用者環境下でデータを処理す
ることを指定する方法で策定されている。データ許
可の受領者はフィンランド以外の場所に居ることが
可能であるが、データはフィンランド内に残る。安
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全な利用者環境は、個人データの保護を確保するた
めの重要な技術的方策でもある。データは、例外的
な状況では許可受領者によって指定された別の安全
な利用者環境にも提供できる。その場合でも、デー
タは許可受領者に許された目的にのみ使用されなけ
ればならない。

データへのアクセスには手数料が課金されるが、
その価格は妥当な価額で維持される。請求手数料は、
許可とデータソースの照合に起因する費用を補填す
る。費用と費用の根拠は、国に支払われる料金基準
に関する法律に則り、社会保健省および保健法令に
従って決定される。

新しい二次法の制定は大きな前進であると考えら
れるが、その施行だけが二次法の真の価値を明らか
にする。新しいサービス提供者での作業はすでに始
まっているが、いつフルパワーで稼働するのか、さ
まざまなレジスタ所有機関が現在の慣行とリソース
を新しい規制に適合させるのにどれだけの時間がか
かるかは、今はまだ不明である。新しい二次法の可
能性を十分に活用するには、多くのリソース、俊敏
な協力、明確な法律解釈が必要であり、今がその迅
速な行動の時だと強調されている。「これは革命で
ある。賢明かつ迅速に実施されれば、新法はビジネ
スだけでなく社会全体、そして第一に患者に大きな
利益をもたらす26」。

5 　社会・健康データ許可機関
倫理的に持続可能なデータの利用を確実にするた

めに、二次法施行の中核となる「データ許可機関」
が設立された（二次法4条）。これを通じて、社会・
健康データの利用許可を一元化することで、さまざ
まなデータ管理者のデータを1つのデータソースか
ら収集できるようになる。集中型データ許可システ
ムと、データが処理されるセキュアな利用者環境が、
処理の許可のために構築される。

二次法に則って設立されたデータ許可機関は、
データの安全な利活用のために十分な専門知識を確
保した上で、社会・健康データの二次利用の可否を
決定する。二次法の下、情報の譲渡は、情報セキュ
リティの整えられた使用環境でのみ行われ、かつ
データ処理がコントロールされ、その利用者との間
で安全に行われる。

データ許可機関は、さまざまな複数のデータ管理
者からのデータを突合する必要がある場合、または
民間の保健および社会サービスからのデータが必要
な場合、もしくは情報の要求が全国的な診療情報
アーカイブであるカンタサービスに保存されたデー
タに適用される場合に、データ利用許可権限を有す
る。二次法に規定されているデータ管理者（二次法
6条）の1つだけからのデータが必要な場合には、当

該データ管理者が、従来と同様にその使用に対する
アクセス許可を付与する権限を有する。

2020年4月1日からは、新しいデータ許可機関であ
るFindataが、複数の組織からデータが要求された
場合、および要求が民間部門の健康および介護デー
タへのアクセスを要請する場合は、すべてこれらの
決定を行う。許可が下りれば、原則としてFindata
は要求されたデータセットを収集、結合、仮名化ま
たは匿名化する。二次法は、研究者にデータを配信
するための時間制限を原則最終申請時から3月以内
とする新しい規定を追加した（二次法47条）。

データ許可機関は、THL内で運営される。デー
タ許可機関の法定タスクは、THLの独立部門によっ
て実行される。当該部門は、THL法（2008年法律
第668号）2条に規定されているタスクからは分離さ
れている。データ許可機関は、社会保健省のパフォー
マンスガイダンスに基づいて運営され、社会保健省
によって任命された別のディレクターと、社会保健
省によって任命された運営委員会を持っている（二
次法4条）。

データ許可機関がTHLで運営される理由は、
THLの社会・健康サービス分野における研究開発、
その監督と評価、およびこれらのタスクに必要な情
報に関する専門知識の豊富さにある。THLは、社
会・健康部門のレジスタにかなりのシェアを持って
おり、当該部門の統計担当機関でもあったからであ
る。THLは、また独自のレジスタ内のデータに関
するデータ許可の決定を長期的に行ってきた経験も
ある。

ただし、保健・社会部門のデータ許可機関は、
THLの活動とは別部門となる。したがって、THL
の研究者は、他のすべての研究者と同じ方法でデー
タ許可を申請しなければならない。データ許可機関
は、他のデータ管理者と同じ方法で、THLのレジ
スタへの情報要求を処理する。

6 　二次エコシステム27

二次法の目新しさの1つは、公共部門のデータ管
理者が自ら所有する利用可能なデータの解説を公開
し、潜在的なデータ利用者にデータがそのニーズに
適しているかどうかを評価できるようにしなければ
ならない、と規定していることである（二次法10条
1項、12条）。さらに、データの二次利用を計画し
ている人にアドバイザリサービス（二次法10条2項、
13条）を提供し、データ管理者のデータベースが
データを必要とする側の使用目的に適用され得るか
どうかを把握できるようにすることが求められてい
る。

データ許可機関の任務は、許可やデータソースの
送付プロセスを二次法で意図されている方法で手配
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することである。適切にこのプロセスが機能するた
めの中心的な課題は、データ許可機関と複数の異な
るデータ管理者との間に円滑な協力体制を作り出す
ことである。この背景にある組織間のネットワーク
こそが、二次法で定められた目標とスケジュールを
実現させていくための必要条件とされている（図1）。

利用者と利害関係者は、データ管理者とデータ許
可機関とのネットワークの周辺に並立して、独自で
別のネットワークを生み出すようになる。データ管
理者がありつつも、さらに緊密な利用者ネットワー
クも並行して作っていく。これら２つのネットワー
クの間には相互依存関係があり、それらがひとつに
なって二次エコシステムを形成するようになること
を目指している。

データ許可機関とその運営グループの役割は、こ
れらネットワークとエコシステムの協力と開発活動
をコーディネートすることにある。二次利用者の観
点からは、データ許可機関、データ管理者等はこれ
らでひとまとまりの形態となり、二次利用者に対し
てワンストップサービスの機能として現れるべき存
在である。その目標は、二次利用者の日常活動の利
便性を高め、サービス自体をよくコーディネートさ
れたものにすることである。

二次利用者の観点から見たもう１つの重要課題は、
供給の確実性、つまり提供されるデータセットの中
に、二次利用者が定義した変数に従ったデータが確
実に含まれている必要があるということである。二
次利用者の観点からは、データ許可機関のサービス
への契約事項には高品質なデータ保証が含まれてい
なければならない。これを保証するためには、デー
タの品質を確保するためにデータ管理者との緊密な
協力が要求される。データ品質に関しては、データ
品質基準を定めることが重要であり、それを元にし

て品質保証の作業手順が決定されな
ければならない。

データ管理者との定義づけられた
積極的な協力体制に加え、パート
ナーのリソースを機敏に活用できる
よう整えることも重要である。もし
それぞれの行為者が利用者にとりそ
れぞれ別の存在として見えてしまう
ような状況になると、容易に疑念が
抱かれるようになり、不確実性が生
じ、たらい回しで放置されていると
受けとめられてしまう。データ許可
機関自体は、データ内容を確認し、
必要な情報の検索方法を案内し、ま
たデータ内容の信頼性の評価がいつ
でもできる状態でなければならない。
しかしながら、そのような立場に

あっても、データ許可機関は、データの解釈または
分析サービスを提供するものではない。

これらの作業は従来のトップダウンの指示関係で
はなく、行為者の協力に基づくものである。二次エ
コシステムは異なる目標を持つ複数の行為者らによ
り構成されるため、互いの協力、参与、共同作業に
よって多くの面においてエコシステムの開発へとつ
ながるものになる。この新規のワンストップサービ
スを提供する行為者によりもたらされる付加価値は、
データ価値の上昇、サービス効率の向上、より良い
二次利用者体験である。

データ許可機関の利用者は、多様な組織で構成さ
れており、研究機関、大学、政府機関、および企業
それぞれからの研究部門での代表を務める立場の者
である。多くの質問事項はすべての利用者部門にお
いて同じようなものであるが、利用者自体の知識は
運営の継続的開発のための必要条件である。データ
許可機関は異なる利用者部門とそれらのニーズを特
定し、利用者基盤に関しての広範囲な知識を確保す
る必要がある。そのためには、利用者とのさまざま
なレベルでのコミュニケーションが必要となる。

利用者は、データ許可機関が利用者、データ管理
者、公的機関といった利害関係者と積極的に連絡を
取り、自分の組織の周辺に協力ネットワークを構築
しようと尽力する行為者であることを期待している。
このネットワークの支援を借りて、データ許可機関
は二次コミュニティ全体で協力する取り組み体勢を
強化できる。したがって、データ許可機関は、この
二次コミュニティと幅広くコミュニケートできるも
のでなければならない。その利用者は時とともに変
化していくものであり、いずれは非常に複雑なもの
になるかもしれない。また、データの利用対象や情
報要求の性質もより複雑なものへと変化していく可

図1：二次エコシステムの行為者とネットワーク

データ
許可機関

二次
利用者
（顧客）

運営
グループ

データ
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開発
提案

共同開発業務

連携した取組の
コーディネート

継続的な
コミュニ

ケーション

出典：Act on Secondary Use of Health and Social Data – picture of preparations for implementing the Act.
Ministry of Social Affairs and Health. 3 June 2019.
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能性もある。このような状況の中で、データ許可機
関は、新しいタイプの行為者らと先を見越してコ
ミュニケートできる状態でなければならない。

二次利用者は、データ許可機関の業務が、許可処
理、業務の開発、業務の監視のすべてのレベルにお
いて、透明性をもって行われることを望んでいる。
そこでは、常に利用者ニーズとその活動現場におけ
る発展が考慮に入れられていなければならない。そ
のためには、データ許可機関は、積極的に利用者理
解を拡大すべきであり、具体的には利用者インター
フェイスの活動を観察し、フィードバックを収集し、
そして二次利用者自身が影響を及ぼせる機会を与え
ること等が求められる。二次利用者は、データ許可
機関側にサービスの積極的な開発を担当するビジネ
ス開発責任者がいることを期待する。

データ許可機関は、データがどのように活用され、
そのデータで利用者がどのような価値を生み出した
かを開示することによって、二次コミュニティ全体
の代弁者として機能することもできる。データ許可
機関は、また二次コミュニティのさまざまな関係者
の経験と活動結果を伝えることもできる。これによ
り、ネットワーク全体で新しいタイプのサービスや
情報製品を開発する能力が向上し、行為者間の共同
作業の可能性が開かれることが期待される。

データ許可機関は、二次利用者と常に協力してそ
の運営活動と活動方法を継続的に発展させなければ
ならない。データ許可機関が、利用者がどのように
協力活動を行い、コミュニケートしたいかという希
望を積極的に尋ねることは、望ましいことである。
二次利用者のニーズは変化するものであり、データ
許可申請数も変動する可能性があるので、サービス
提案においては対象の目的に応じ、柔軟に対応する
リソースと、さまざまなネットワークを有効利用す
ることが重要である。

二次法10条に定められるデータセットの解説、ア
ドバイザリサービス、データの収集、結合、および
前処理サービス、識別コード管理サービス、データ
要求管理システム、安全なホスティングサービス、
安全な動作環境というデータサービスは、社会・健
康データの二次的な利用を中心に形成されるエコシ
ステムを確立することにつながる。これは、すべて
の利害関係者が集い、研究許可証発行プロセスと
データ収集を合理化し、データが安全な環境下で利
用されていることを保証することによって成立する。
それによって一般の人々が当局や公共部門に対して
持っている信頼を維持することに寄与する。

このビジョンは、今後数年間で、社会・健康デー
タエコシステムが、分析サービス提供者からさまざ
まな研究者に至るまで、さまざまな当事者の多様性
に富んだグループの環境として機能することである。

二次エコシステムは、広範な技術的専門知識と自動
化されたプロセスを利用し、専門家と研究者のネッ
トワークの形成を支援し、倫理的かつ安全に、世
界最高の電子レジスタとそのコンテンツを分析し、
人工知能を開発するための材料を提供するだろう。
データ許可機関の運営の円滑なスタートと、データ
の二次利用を中心としたエコシステムの誕生を可能
にすることを目的とした二次法の施行が、今まさに
始まったところである。

今後、二次エコシステムを構築するために、省庁
等異なる行政組織の枠を超えた連携活動を確保す
ることが求められる。二次エコシステム構築のた
めの中心的な視点からは、官民連携（PPP：Public-
private-partnership）の概念についても注目すべき
である。二次エコシステムは、公的機関と民間機関
との間での緊密かつオープンな連携によって確実な
ものになる。

7 　フィンランド国民の信頼
機密データを扱う際には、国民の信頼を維持する

ことが何よりも必要である28-32。一般的に、フィン
ランドの人々は政府に対する信頼が非常に厚いとさ
れ、これが二次法とその運用モデルの成功要因の1
つである、と指摘されている。

その根拠の１つとして、2016年の「健康データの
使用に対するフィンランド市民の対応に関する調
査」がある33。当該調査は、2016年夏にオンライン
で実施された。その結果によれば、フィンランド人
は健康データの利用に対して前向きな姿勢を示し
た。調査回答者は、15歳から79歳の2,019人であっ
た。調査データは、回答者の性別、年齢、居住地が
対象人口の人口統計データに対応するように調整さ
れた。当該調査は、フィンランド人がサービス開発
と科学研究の目的で、社会福祉や健康関連のデータ、
および遺伝子データを匿名で提供する用意があるこ
とを示唆していた。回答者のほぼ半数が、匿名の社
会福祉、健康関連、および遺伝子データを使用して、
新しい形態の治療法が開発され、病気をより効果的
に治療することを歓迎すると回答した。回答者の
12％だけが、治療の目的以外に患者個人のデータを
使用することは許されるべきではないと応えた。

調査結果は、市民が社会福祉や健康データの使用
方法に関心を持っており、研究開発目的での利用を
支持していることを示した。しかし、回答者は、自
身の社会福祉や健康関連データの使用について通知
されることを希望した。自分のデータを見て、必要
な修正を加えたり、使用を禁止したりできることは、
重要であると考えていた。フィンランド人は、明示
的な同意を通じて自分のデータの使用を決定できる
ことが望ましいと応えた。回答者の90％近くが、特
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にデータが個人の識別を可能にする場合は、収集し
たデータを何の目的に使用するかをデータ主体本人
が決定できることが重要であると考えていた。同
時に、回答者は、行政機関を個人データの信頼で
きる利用者であると見なしていた。フィンランド人
は、行政機関に対して高いレベルの信頼を抱いてい
る。フィンランド人は、警察に最大の信頼を置いて
いた。公共の社会福祉や医療機関、そしてフィンラ
ンドの社会保険機関であるKelaにも高い信頼が寄
せられていた。また回答者の過半数は、行政機関が
データの使用とその使用の適切性を監督することが
重要であると回答した。

2つめの根拠となるものは、フィンランド、オラ
ンダ、フランス、ドイツで、2018年11月と12月に、
各国約2,000人ずつ計8,000人以上の回答者が参加し
た調査である34。一般的に、健康データはショッピ
ングデータや生活習慣データのような他のデータよ
りも機密性が高いと考えられていた。回答者は、健
康に関するデータが使用される目的とその条件およ
び認可に関心を持っていた。ヨーロッパ諸国間には、
小さな相違はあったものの、「収集したデータを誰
がどのような目的で使用するかを決定する権限」
をデータ主体が有することは、ヨーロッパ4カ国の
人々がともに望んでいたものであった。

全体として、回答者の半数以上（58%）は、サー
ビス提供者によって収集された自己の個人データへ
のアクセス権を持つこと、およびその利用目的を知
る権利があると回答した。回答者のおよそ3人に1人
は、データを第三者に販売または開示する際には、
サービス提供者から通知を受け取る権利があると応
えた。

回答者の約42%は、サービス提供者に対する信頼
の欠如がデジタルサービスの使用を妨げると回答し
た。この見解を持つ回答者の割合は、ドイツで最も
高く（48%）、オランダで最も低かった（38%）。

回答者の過半数（59%）は、サービス提供者が
データを収集して処理することに対する同意の最善
の取得方法は、データ主体が各サービス提供者に個
別に同意を与える方法であるとの意見だった。この
選択肢は、フィンランド人の間で特に支持者が多く
（74%）、オランダで最も少なかった（47%）。特に
フィンランド人は、データが科学研究や公共の利益
目的のために使用される場合、自己の健康と遺伝に
関するデータへのアクセスを提供する意思があった。

この調査は、公正なデータ経済の基盤を築き、
データの公正な交換と使用のための国際的なルー
ルと解決を目指す、フィンランド研究開発基金
（Sitra：Suomen itsenäisyyden juhlarahasto）の
IHAN®プロジェクトの一環として行われた35。

また、個人が自己のデータに対して影響力を行使

し、管理する機会への関心も高まっている。この傾
向は、たとえばMyData ムーブメント36の活動に見
ることができる。当該活動の目的は、「個人が自身
のパーソナルデータによって強化され、彼らや彼ら
のコミュニティの知識の深化、情報に基づく意思決
定、企業などの組織との意識的かつ効率的な対話を
支援する」ことであり、個人データの管理と処理を
現在の組織中心のモデルから、人間中心のモデル
に方向転換することである。2018年5月に発効した
GDPRも、同様に個人がデータの利用に影響力を行
使する機会を改善する。

8 　今後の展開
新しいデータ許可機関が長期的に成功するために

は、利用者中心主義、有効性、および社会・健康
データの二次利用に関するエコシステム全体に対
するメリットの実現が不可欠である。したがって、
データ許可機関は、利用者、データ提供者、パート
ナー、当局と協力しなければならない。データ許可
機関は、利害関係者との良好なコミュニケーション
を維持するために、データとデータセットに関連す
る知識の促進と改善、二次法の認知度の改善、二次
法の目的達成の支援、データの二次利用に対する住
民の信頼を確保することを目的として、活動するこ
とが求められる。

すなわち、プロジェクトチーム作業の進捗状況を
関係先に伝達して、関係先間でのコミュニケーショ
ンを可能とする。キャンペーン向けコミュニケー
ションとして、健康福祉を促進するためにデータの
利用可能性と有効性についての認識を深める。フィ
ンランドのデータの独自性について対話する機会を
持つ。情報セキュリティ関連の実際面について意見
を交わす機会を持つ。データやデータセットの使用
における倫理面での信頼を築く等々、関わる行為者
同士または利害関係者とのコミュニケーションもし
くはコミュニケーションの調整準備がなされ、可能
な限り広い可視性を外部に提供することが重要であ
る。そしてフィンランド政府は、その必要性を十分
に理解している。

今回の二次法制定プロジェクトにおけるフィンラ
ンドにとっての最大の課題は、フィンランドの社
会・健康データに基づく研究開発の低迷であった。
問題はむしろ、潜在的な利用者に責任を負う国家機
関がないことであった。プロセスを通じて利用者を
助け、積極的なコンタクトを維持し、利用者との円
滑なサービスプロセスを確保することが、欠如して
いた。利用者中心の思考の実装は、プロジェクトの
主要な目的の1つであった。これは、さまざまな利
害関係者との対話を通じて利用者の意見に耳を傾け、
サービスデザインの思考を開発作業に持ち込むこと
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によって強化された。
目標は、データ許可機関と関連する新しい利害関

係者を単一のワンストップショップとして展開し、
データを必要とする当事者が、断片化された利害関
係者のフィールドを統一された全体として認識し、
運用プロセスを明確なワークフローとして認識でき
るようにすることである。研究投資や協力を検討し
ている研究者や企業、データを必要とする他の当事
者は、1つの一元化された利害関係者、すなわち二
次エコシステムを通じて、必要なサービスにスムー
ズにアクセスして利用できることが求められている。

社会・健康データの二次的利用に関する法律の起
草は、オープンな管理プロセスとして段階的に進め
られてきた。さまざまな段階で、研究者、開発者、
ディレクター、企業がテーマワークショップに参加
し、目標を設定し、問題を検出し、解決策を模索し
た。ワークショップと二次法を起草したワーキング
グループの作業がオープンワークスペースに文書化
され、誰もがそれらを見てコメントすることができ
た。プロセス中に、データ管理者と省庁間の積極的
な協力があった。透明性とコミュニケーションが重
要な指針であった。

法案の起草は、デジタル化、データ経済、生態系
の開発におけるより広範な省間協力の一部でもあっ
た。持続可能な方法での協力の促進のためには、プ
ロセスの透明化の徹底と、国民の信頼を得ることに
尽きる。

二次法の施行による最も大きな付加価値は、複数
のレジスタからの大量のデータを組み合わせた場合
に、データ量が増加することによって生成される。
公的機関が収集するデータの量は、そのデータの保
存と分析に必要な技術と同様に、絶えず増加してい
る。遺伝子、モニター、センサーデータ、および以
前は処理が困難であったその他多くのデータソース
をより良く保存して利用できるように、さまざまな
関係者がデータレイク技術とデータリポジトリに投
資している。

一方、公的機関以外からも生成されるデータの量
が増えており、データ許可機関やデータ事業者のよ
うな当事者が存在するにもかかわらず、国の法律で
規制したり利用したりすることができない場合もあ
る。今後も、インターネットサービスや各種デバイ
スやセンサーによってデータ量が増えていく。たと
えば、運動や心拍数に関するデータを収集するス
マートウォッチや携帯電話がある。空気の温度や湿
度などの環境データを測定し、人について収集した
データと突合する場合も考えられる。病気になった
時の回復の度合い、薬の効果など、人々の健康に影
響を与える要因について、今後さらに熟考が必要に
なる。病院外での健康状態の変化や医師の予約に関

連する測定可能なデータは、時折の調査や研究を除
いては、レジスタに蓄積されない。したがって、こ
れらのデータは、研究者や企業の研究開発部門によ
る二次利用のために引き渡されることはない。

こういったことを総合的に考慮して、二次法が制
定された。単にデータ主体とのプライバシーに係
わる調整にとどまるだけでなく、二次法の施行で、
フィンランドは社会・健康データに関する二次利用
における国際的なパイオニアとしての確固たる地位
を目指している。

20世紀に世界を動かした資源は石油だった、21
世紀にそれに代わるのが「データ」であるとして、
「情報は21世紀の石油」と言われる昨今、フィンラ
ンドは、医療分野において世界に先んじて好スター
トを切った。一方、わが国では、新型コロナウイル
ス接触確認アプリ「COCOA」のAndroid版が2020
年9月から事実上機能していなかったと厚生労働省
が明かしたのは、2021年2月3日だったという状況で
ある。また、マイナポイントでマイナンバーカード
の普及を図ったり、2021年3月からはマイナンバー
カードを健康保険証として利用開始したり、2024年
にはマイナンバーカードと免許証との一体化も計画
されている。フィンランドなど世界の状況が示唆し
ているのは、デジタル化社会へ持続可能な協力を得
るためには、プロセスの徹底した透明化と国民の信
頼を得ることに尽きるということである。わが国に
は、「急がば回れ」という諺がある。

謝辞：本稿は、公益財団法人 三菱財団平成30年度
研究助成を受けたものの一部である。
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